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の納豆のダイエット効果をめぐる番
組でデータ捏造が発覚

	 2月27日	最高裁が君が代伴奏の職務命令は思想・
良心の自由を侵害せず合憲と判断

	 28日	東京電力柏崎刈羽，福島第2原発で原
子炉緊急停止を隠ぺい，同社調査か
ら判明

	 3月15日	北陸電力志賀原子力発電所で，1999
年6月に定期点検中の誤操作で臨界
事故が発生したものの国への報告を
怠っていたことが判明

	 4月27日	最高裁が，中国人の強制連行労働者と
従軍慰安婦が損害賠償を求めていた
二つの戦後補償裁判で，「日中共同声
明（1972年）で中国人個人の裁判での
賠償請求権はなくなった」との判断
を示し原告の請求を退ける

	 5月10日	熊本市の慈恵病院に「赤ちゃんポスト」
が設置される

	 14日	国民投票法が成立
	 24日	保険金殺人事件の審理で，東京地裁が

取り調べ状況を録画したDVDを初め
て証拠採用

	 25日	12歳から少年院送致する改正少年法が
成立

	 6月13日	05年衆院選をめぐり最大2.06倍の1票
の格差などが争われた訴訟で，最高
裁大法廷が合憲判断。

	 20日	北海道苫小牧市の食肉加工販売ミート
ホープが豚肉混じりのひき肉を牛ミ
ンチとして出荷するなどの偽装販売
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	 7月 3日	久間章生防衛相が，米国の原爆投下を
「しょうがない」と発言した問題で引責
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イラク戦争開戦以来，最悪規模

	 16日	新潟県中越沖地震発生，新潟県柏崎市
などで震度6強。柏崎刈羽原発が耐
震設計値を超す揺れで稼働中の4基
を緊急停止，火災や放射性物質含む
水漏れ発生

	 29日	第21回参院選で自民党が歴史的大敗
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制したとの記述が教科書検定で削除さ
れたことに対して，検定意見の撤回を求
めて沖縄で抗議集会
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	12月13日	イージス艦情報の漏出事件で，日米相互

防衛援助協定等にともなう秘密保護法
違反容疑で海自3佐を逮捕

▲ 参議院選挙で自民党の敗北を伝える新聞
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	 1月26日	韓国籍の東京都職員の管理職登用試験

受験をめぐる裁判で，最高裁が国籍
による制限は合憲と初判断

	 2月8日	ライブドアの堀江貴文社長がニッポン
放送の株式35％を取得したと発表

	 16日	京都議定書が発効
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	 11日	米・イスラエル首脳会談。シャロン首

相がガザ地区全面撤退を確約
	 15日	衆議院憲法調査会が最終報告書を議決

し，議長に提出（参院は20日）
	 25日	兵庫県尼崎市のJR福知山線で快速電車

の前4両が脱線，107人死亡，460人
重軽傷

	 5月25日	日本・マレーシアFTA協定合意
	 29日	仏で欧州憲法批准問う国民投票，反対

約55％で否決（6月1日オランダも否
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	 6月24日	アメリカで2例目の狂牛病発生
	 29日	機械メーカー「クボタ」がアスベスト関

連商品製造工場で，1978〜04年度に
かけ従業員などがアスベストが原因
とみられる疾病で死亡したと発表

	 〃　	会社法が成立
	 ―　	悪質リフォーム詐欺が問題化
	 7月6日	英国・グレーンイーグルスで主要国首

脳会議（サミット）が開幕
	 7日	ロンドンの地下鉄とバスで同時爆弾テ

ロ，死者50人を超える
	 12日	日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁談合事

件で，東京高検は元道路公団理事を
逮捕

	 8月8日	郵政民営化関連法案が参議院で否決さ
れ，小泉首相が衆議院を解散

	 15日	イスラエルがガザ撤収開始を宣言。
1967年の第3次中東戦争による占領
から38年ぶり

	 18日	郵政反対派が「国民新党」を結成
	 21日	郵政反対派が「新党日本」を結成
	 9月11日	第44回総選挙で自民圧勝。与党327議

席を占める
	10月14日	郵政民営化関連法案が可決，成立。民

営化は07年開始
	 11月1日	東京証券取引所がシステム障害で午前

中の売買全面停止
	 15日	天皇家長女・紀宮清子さんが結婚式
	 17日	マンション・ホテルなどの耐震強度偽

装問題が発覚
	 12月7日	東京の小田急線高架化事業に反対する

住民が国の事業認可取り消しを求め
た訴訟で，最高裁は被害を受ける恐
れのある人は原告適格があるとの初
判断

	 8日	みずほ証券が，東証マザーズに新規上
場した人材会社ジェイコム株の取引
で大規模な注文ミス。約400億円の
損失

	 14日	日本，中国やASEAN加盟国など16カ
国首脳が「東アジア共同体」創設を目
指す初の東アジアサミットを開催
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司法権と裁判所⑤

裁 判 員 制 度

①国民も司法参加へ
─裁判員制度がいよいよスタート

社会的基盤としての司法の整備，強化をめざす制
度改革で，裁判の審理期間の短縮，法科大学院

（ロー・スクール）の設置，法曹人口の増加，重大犯罪の刑事裁判の審理への
国民参加（裁判員制）などをおもな内容とする。

司法制度改革

裁判員は，重大な刑事事件の1審だけを担当する。控訴審（高
裁），上告審（最高裁）はこれまで通り裁判官だけで判断し，1審
の判決が覆

くつがえ
ることもあり得る。1審に差し戻しになった場合は，

新たに裁判員を選ぶことになる。
一つの事件は，原則として裁判員6人と裁判官3人で担当す
る。公判途中で病気になる人が出た場合に備え，数人の補充裁
判員を選ぶこともあり，補充裁判員はすべての審理に立ち会う。
証拠の採否など法律的なことは裁判官だけで判断する。
また，裁判員の保護のため，検察官や弁護士らは裁判員の氏
名などを漏

も
らしてはならず，判決言い渡しまでは事件に関して

第三者が裁判員に接触することが禁じられている。裁判員に特
定の意見を述べるよう依頼したり，裁判に影響を与える目的で
見解を聞かせたりすることもできない。裁判員やその親族を手
紙・電話で脅

おど
す行為も禁止されている。

裁判員の違法行為には罰則がある。守秘義務は生涯にわたっ
て続き，裁判員経験者が評議における意見や多数決の内訳など
を漏らすと，6月以下の懲役か50万円以下の罰金に処せられる。
また，選任手続きで候補者が虚偽の発言をしたり，呼び出しを
無視したりした場合も，罰金や過料の対象になる。

（『読売新聞』2009.5.21）

殺人や傷害致死など重大事件の刑事裁判に国民の参加を義務づ
ける裁判員制度が2009年より始まった。20歳以上の有権者

から無作為で選ばれた裁判員が裁判官と肩を並べて，被告人の有罪・無罪
を決めるほか，有罪の場合にはその刑期（死刑を含む）を判断するのであ

る。しかし，制度はスタートしたものの，国民の参加意識は高まっておらず，
導入を決めた国会にも見直し論が広がっている。米国や英国の陪審員制度
では，裁判官は有罪か無罪かを決める表決には参加せず，有罪の場合の量
刑を決めることになっている。

●主な国の陪審・参審制度
国 制　度 構　成 特　徴

アメリカ 陪審制 陪審員
12人

被告が無罪を主張した事件が対
象。陪審員は一つの事件だけを
担当する

イギリス 陪審制 陪審員
12人

被告が無罪を主張した重大事件
が対象。任期は 2週間

フランス 参審制 参審員9人
裁判官3人

法定刑が無期または拘禁 10 年以
上の重大事件が対象。任期は 2
週間

イタリア 参審制 参審員6人
裁判官2人

殺人や国家を脅かす犯罪など，
きわめて重大な事件が対象。任
期は 3か月

ド イ ツ 参審制 参審員2人
裁判官3人

拘禁 2 年を超える広範囲の事件
が対象。参審員は政党推薦や希
望者から選び，任期は 5年

＊�裁判に国民が参加している他の国…ロシア，韓国，スリランカ，ブラジル
など

＊�陪審員は有罪・無罪を決め，量刑は裁判官が決定（アメリカは死刑求刑事
件に限り陪審員が量刑も担当）。参審員は裁判官と一緒に評議し，有罪・
無罪と，量刑の両方を担当

選挙人名簿
くじ引き

起　　　訴

合議体の決定

公判前整理手続き
・証拠開示
・争点絞り込み
・公判日程の確定

裁判員候補者名簿
くじ引き→本人通知

候補者選任

選　　　任

・呼び出し
・個別質問票

公　　　判
・裁判官３人
・裁判員６人

評　　　議

判　　　決

・有罪か無罪か
　　　量刑判断

裁判員選任手続き
・事件と関係があるか
・個別質問

●裁判の流れ

●世論調査に見る国民の参加意識

毎日新聞（09 年 5 月 19 日朝刊）
裁判員に選ばれた場合，どのような姿勢で臨みますか

できれば参加
したくない

義務なので
参加する

積極的に
参加する52%

できれば参加
したくない

絶対に参加した
くない

50%

32
13

読売新聞（09 年 5 月 3 日朝刊）
あなたは，裁判員として裁判に参加したいと思います
か，参加したくないと思いますか

参加したくない 参加したい

答えない 2.7

79.2%
18.1

朝日新聞（09 年 1 月 9 日朝刊）
裁判員制度が始まったら，裁判員として刑事裁判に
参加したいですか ぜひ参加したい

できれば
参加したい26

17
5
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現代の労働市場

急がれる若者の雇用対策

フリーターとニート
「フリーター」という言葉は1980年代につくられ，次第に
広まって現在では普通名詞化している。一方，「ニート」と
いう言葉は2004年に流行語となった。どちらも若者の現代
的状況を表すキーワードで，その急激な増加が社会的な波

は

紋
もん
を呼んでいる。
さらに，どちらも定義があいまいである。あえて，ご
くごくおおざっぱにいえば，学生でも主婦でも正社員で
もない若い人で，アルバイトやパートで働いていれば「フ
リーター」，働いていなければ「ニート」だということにな
る。その数を捉

とら
えようとして統計を加工するとき，「フリー

ター」には，無業だけれどアルバイトやパートで働きたい
と思っている人を加えてきたために，「フリーター」217万
人という場合には，その数に「ニート」が一部含まれている。

（小杉礼子『フリーターとニート』勁草書房）

ジョブカフェ
　就職相談，職業訓練・
研修などを行う若者向け
の就職支援センターで，
親しみやすく，役に立つ
施設を目指している。
（写真はJOBカフェOSAKA）

経済活力を阻害するフリーター
フリーターの所得は正社
員のおよそ4分の1しかなく，
納める税金も少ない。ま
た，フリーターの消費は正
社員のおよそ3分の1しか
なく，生活はかなり厳しそ
うだ。平均的には所得の低
いフリーターは貯蓄をほと
んどしていないと思われる。
そのうえ，老後の年金は最
低限生活を保障する資金が
確保されているだけであり，
25年以上保険料を払ってい
なければ受給資格を失う。フリーターは今の生活が困ると
いうだけでなく，将来の生活にも不安がつきまとう。
フリーターが正社員になれないことにより生じている社
会全体の経済的損失を試算すると，まず，税収損失額は約
1兆2,100億円になる。これは，01年度の国と地方の税収の
約1.9％に相当する。また，消費損失額は約8.8兆円で，こ
れは01年の個人消費の約3.9％に相当する。そして，貯蓄
損失額は約3.5兆円になる。	 （UFJ総合研究所資料より）

●フリーター，ニート数の推移

（厚生労働省資料より作成）
05年1992 95

40

71

101

64

139

201

217

168

2000

（万人）

0

50

100

150

200

250

フリーター数
（厚労省定義）

15～34歳の
失業者数

ニート数
（厚労省定義）

●「フリーター」と「ニート」の定義

内
閣
府 ニ 

ー 

ト厚
労
省

学生と主婦を除く若者で，正社
員以外（パート，アルバイト，
派遣社員など）と働く意志のあ
る無業者＝417万人（2001年）

学生と既婚女性を除く若者で，勤
務先での呼称が「パート・アルバ
イト」の人と「パート・アルバイト」
希望の失業者＝213万人（04年）

既婚者，学生を除く無業者（仕
事に就いていない人）で，求職
活動もしていない人

＝85万人（02年）

厚生労働省定義の「若年無業者」。
仕事に就いていない人のうち家
事も通学もしていない人

＝64万人（04年）

フ
リ
ー
タ
ー

●正社員とフリーターの所得の内訳

※正社員は常用労働者，フリーター
はパートタイム労働者の平均年収。
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日本の社会保障制度③

公　的　扶　助
一世帯の収入が国の定める保護基準に達しないような困
窮世帯に対して，その不足分を支給し最低生活を保障す

る制度。わが国では1950年に生活保護法を定め，生活，教育，住宅，医療，
出産，生業，葬祭の7種類の扶助が，必要に応じて単給または併給される。

生活保護

憲法25条では国民の生存権が保障されており，それは公的扶
助，すなわち生活保護制度によって裏付けられている（①）。現

在，生活保護を受けている世帯数は100万を超えている。高齢者世帯や母
子世帯に加え，近年では，雇用悪化による受給申請者の数が増加している。

そうしたなか，福祉事務所に勤務し，生活保護や福祉の分野を担当するケー
スワーカーの不足が深刻化しており，受給者の自立支援が行き届かないと
いう問題もでてきている（②）。

2008年秋以降の急激な景気後退と雇用情勢の悪化を受け，「最後のセーフティーネット」と言われる生活
保護がにわかに注目を集めている。憲法25条で「すべて国民は，
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めて
おり，これを制度化したのが生活保護だ。
生活保護の申請と相談は，市の場合は市福祉事務所，町村は
県の地方総合事務所が担当する。市や県のケースワーカーと呼
ばれる担当者と基本的に個室の相談室で向き合い，保護要件の
説明や資産・家族からの援助の可能性などに関する聞き取りに
答えるところからスタートする。聞き取りは「誰でも申請でき
るが，要件に該当しないと申請しても却下になってしまうため」
（担当者）。だが，生活に困っている相手だけに「丁

てい
寧
ねい
に説明を

心掛けている」（同）と言う。
要件といっても，テレビやエアコン，原付きバイクの所有は
認められ，持ち家でも受給可能だ。
申請書類は6種類。申請理由や資産，収入，資産調査への同意，
親や子，兄弟との付き合い具合，自立に向けた計画などを記載
し提出する。

①最後の“セーフティーネット”
─注目を集める生活保護

住民票はなくても居住実態が当該市町村にあることが確認で
きれば申請・受給できる。ただ，何らかの定まった住居は必要。
ホームレスの場合は施設入居などによって住所を設定する形に
なる。
生活保護は世帯ごとの適用。衣食費や光熱費を賄

まかな
う生活扶助

のほか，家賃や医療費，教育費，介護費など8種類の扶助の組
み合わせで構成される。それぞれに基準があり，全体として国
が定めた「最低生活費」を収入が下回る場合に，その差額（収入
ゼロなら全額）が支給される仕組み。
基準は年齢や一緒に暮らす家族の人数などによって細かく設

定されており，障害や母子家庭などの状況に応じて加算される。
例えば，30代の夫婦，9歳と2歳の子どもの4人世帯で，家賃

が限度額上限の4万6,000円として計22万3,660円。72歳と67歳
の高齢者夫婦で同様の家賃なら計14万4,820円になる。医療費
は掛かった分だけ医療機関に支払われる。

（『茨城新聞』2009.1.31）

「自立支援まで手が回らない」「疲
ひ
労
ろう
困
こん
憊
ぱい
で，もう限界」。生

活保護の申請急増で，自治体の現場から悲鳴が上がって
いる。財政難などを背景に，職員（ケースワーカー）の補

ほ
充
じゅう
が追

い付かないという自治体が多い。家庭訪問など自立を後押しす
る取り組みが十分にできないという声も目立った。
読売新聞が全国の政令17市と東京23区の計40自治体に，生
活保護のケースワーカーが足りているかどうか尋ねたところ，
「足りない」は7割の28市区に上った。
国が示すケースワーカー 1人当たりの標準受け持ち世帯数
は80世帯だが，2008年12月時点の受け持ち数を聞いたところ，

90世帯以上という自治体が25市区。このうち6市区は100世帯
以上で，最も多いのは台東区の111世帯。80世帯以下は2市区
だけだった。
この1年で受給世帯が1,500以上増え，約2万3,300世帯になっ

た名古屋市。16か所の福祉事務所にケースワーカーが計216人
（08年12月時点）おり，1人平均で105世帯を受け持つ。市の担
当者は「毎年10人程度増員しているが，全く足りない。現状で
は70人程度不足しており，各家庭を訪問する時間がない」と嘆
く。	 （『読売新聞』2009.3.3）
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（『厚生労働白書』平成 21 年版より作成）
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●生活保護の実施状況

②足りないケースワーカー

●国の一般会計における生活保護費
（%）
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（注）2007 年までは決算，2008 年度以降は補正予算ベース
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